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ご遺族の方の区手続きに関する相談をお受けいたします。
事前にご予約いただくと必要な区の手続きをワンストップ
で行っていただくことができます。

◯予約電話 ０３ー３５４６－５６６３
（予約受付：平日 午前 8時 30 分～午後 4時）
　ご予約は来庁希望日の 4 開庁日前まで

　　　　　　　　　　　　※詳細はP.2をご確認ください。

〈おくやみコーナー〉
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ご遺族の方へ

　このたびは大切な方のご不幸、謹んでおくやみ申し上げます。
　ご遺族の方におかれましては、今後、葬儀などが終わったのちも、相続のほか年金や
保険等、さまざまな申請や届出いただく手続きが生じてくるかと存じます。
　中央区では、それらのうち、主に区へ申請・届出いただく手続きを、少しでも分かり
やすく、スムーズに進められるよう「おくやみハンドブック」を作成しました。また、
区役所 1階に「おくやみコーナー」を設け、各種手続きのお手伝いやご案内をしています。
どうぞ、ご利用ください。
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おくやみコーナー

●場所
中央区役所 1階　おくやみコーナー

●日時
＜来庁者サポート（予約制）＞
火曜日・木曜日・金曜日（祝日を除く）
①午前 9時から
②午前 10 時 30 分から
③午後 1時から
④午後 2時 30 分から
※ 30 分から 60 分程度かかります。

＜予約受付・相談対応＞
月曜日から金曜日（祝日を除く）
午前 8時 30 分から午後 4時まで

●予約方法

来庁希望日の 4開庁日前までにご予約をお願いします。

・電話予約 03-3546-5663　おくやみコーナー予約専用ダイヤル
月曜日から金曜日（祝日を除く）の午前 8時 30 分から
午後 4時までにお電話ください。

・ネット予約 https://logoform.jp/form/CxKB/okuyami
おくやみコーナー予約サイト　（24 時間受付）

●おくやみコーナーでできるお手続き

おくやみハンドブック P.5-6 チェックリストをご確認ください。

●その他
・おくやみコーナーの利用は、亡くなられた方の住民登録地が中央区の方に限ります。
・お手続きによって、担当課での手続きが必要なものもあります。
・死亡届の情報が中央区に届いていないなど、お亡くなりになったことが予約時に区の
システムで確認ができない場合、予約日を調整させていただく可能性があります。

・予約なしで来庁された場合は、来庁者サポートはご利用いただけませんが、区役所で
の必要な窓口サービスをご案内いたします。（利用者対応中は、お待たせする場合がご
ざいます。）

おくやみコーナーのご案内

おくやみコーナーは、ご家族などの身近な方が亡くなられた際、ご遺族の方々が区役所で行
う各種手続きに関する不安や負担を軽減するため、手続きの相続対応、申請書の作成補助、
各種証明書の取得支援などをワンストップで行う窓口です。ひとりひとりに合ったご案内を
行うために、事前にご予約をお願いします。

予約申し込みフォーム
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来庁時の持ち物について

ご遺族の方の必要な持ち物

□  来庁される方の本人確認書類（下記「本人確認書類について」参照）
□  印鑑（※朱肉を使うもの）
□  預貯金通帳  相続人・喪主などの銀行口座番号が分かるものが必要です。
　  ※相続人の喪主が来庁できない場合、P.4 の委任状が必要です。

亡くなられた方の必要な持ち物

□  マイナンバーカード　
□   国民健康保険被保険者証（資格確認書）、後期高齢者医療保険被保険者証
（資格確認書）

□  身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳など
□  その他、中央区から交付されたものなど

本人確認書類について

□  １点で本人確認できる書類（顔写真付きに限る） 
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書（平成２４年４月１日以降のもの）、
パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書　など

□  ２点で本人確認できる書類 
各種健康保険被保険者証（資格確認書）、介護保険被保険者証、
医療受給者証、各種年金手帳、学生証　など

　　※有効期限のあるものは、有効期限内のものに限ります。

おくやみコーナーにお越しの際は、次のものをお持ちください。
□　以下に記載している【ご遺族の方】と【亡くなられた方】の必要な持ち物
□　P.9 以降のお手続きのうち必要な手続きにかかる持ち物
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法律で定められた申請者（法定相続人）の方が窓口に来庁できない場合、以下の委任状をコピーしてご活用ください。
※コピーした委任状に委任者（頼む方）がすべて自署してください。
※代理人の方は、下記の委任状、ご自身の本人確認書類、おくやみコーナーにお持ちいただくものを必ずお持ちください。

委任者(頼む方)
住所

氏名

生年月日　　　　　　　大　　 昭　 　平 　　令　　　　年　　月　　日

私は、次のものを代理人として、故人にかかる次の事項を委任します。

中央区長宛て

委任事項

おくやみコーナーなどで行う以下の権限を委任します。

○戸籍(除籍)全部事項証明書(戸籍(除籍)謄本)・戸籍の附票等の取得、住民票の除票の取得、世帯主変更届
○難病患者福祉手当の未支給手当の請求
○子ども医療証の変更・児童手当・ひとり親手当に関する手続き
○国民健康保険・後期高齢者医療保険の送付先解除申請
○国民健康保険の世帯主変更申請

委 任 状

委任状を記入した日　　 令和　　年　　月　　日

日中に連絡がとれる電話番号

故人
住所

氏名

生年月日　　　　　　　大　　 昭　 　平 　　令　　　　年　　月　　日

委任者(頼む方)との関係

代理人(頼まれた方)
住所

氏名
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区役所での主な手続きチェックリスト（手続き事項をご確認いただき、該当ページを参照してください）

区分 番号 手続き事項
おくやみ
コーナーで
の受付

チェック
該当
ページ

①
戸
籍
・
住
民
記
録

1 亡くなられた方の戸籍に関する証明が必要になった方 〇 □ P.9

2 中央区に住民票の登録をしていた方 〇 □
P.11

3 世帯主だった方 〇 □

4 印鑑登録をしていた方 〇 □
P.12

5 通知カード、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちだった方 〇 □

②
年
金

6 年金を受給していた方 □
P.13

7 年金を受給していない方 □

③
保
険

8 国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入していた方  〇 □ P.14

9 保険料の未納がある方（国保・後期） □
P.15

10 保険料に過払いがある方（国保・後期）  □

④
介
護

11 65歳以上または介護認定を受けていた方 〇 □
P.16

12 高額介護サービス費を受給していた方 □

13 保険料の未納がある方（介護） □
P.17

14 保険料に過払いがある方（介護）  □

⑤
高
齢
者

15 おとしより介護応援手当を受給していた方 〇 □
P.18

16 おむつ代助成を受給していた方 〇 □

17 一般寝台の貸与を受けていた方 □

P.1918 緊急通報システムを利用していた方 □

19 徘徊高齢者探索システム費用助成を受けていた方 □

⑥
障
害
・
保
健

20
身体障害者手帳、愛の手帳、自立支援医療受給者証（更生医療）をお持ち
だった方 

〇 □

P.20

21
精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証（精神通院）をお持ち
だった方 

〇 □

22 障害福祉サービス受給者証、療養介護医療受給者証、地域生活支援事業受
給者証、通所受給者証など各種サービス受給者証をお持ちだった方 〇 □

P.21

23 東京都心身障害者医療費助成の受給者証（マル障）をお持ちだった方 〇 □

24 医療費助成制度の認定を受けていた方 〇 □
P.22

25 心身障害者福祉手当を受給していた方 〇 □

26 難病患者福祉手当を受給していた方 〇 □ P.23

※おくやみコーナーで手続きが可能な項目には〇がついています。
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区分 番号 手続き事項
おくやみ
コーナーで
の受付

チェック
該当
ページ

⑥
障
害
・
保
健

27 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、東京都重度心身障害
者手当を受給していた方 〇 □ P.23

28 特別児童扶養手当または児童育成手当（障害手当）を受給していた方 □
P.24

29 特別児童扶養手当または児童育成手当（障害手当）の対象だった児童 □

30 自動車燃料費助成、おむつ代助成、身体障害者電話料金助成 〇 □

P.2531 知的障害者位置情報サービス費用助成を受けていたまたは端末機を使用し
ていた方 □

32 緊急通報システムを利用していた方 □

33 福祉タクシー利用券、リフト付ハイヤー利用券を受給していた方 〇 □

P.2634 東京都都営交通無料乗車券（磁気式）をお持ちだった方 〇 □

35 公害医療手帳をお持ちの方 □

36 被爆者健康手帳をお持ちの方 □ P.27

⑦
子
ど
も

37 子ども医療証に記載の保護者の方 〇 □ P.28

38 児童手当を受給していた方 □ P.29

39 18歳以下の児童（児童に一定程度以上の障害がある場合、20歳未満）の保
護者だった方 □

P.30
40 児童扶養手当、児童育成手当を受給していた方 □

41 保育園に通園・申し込みしている子がいる方 □
P.31

42 学童クラブ・プレディを利用（利用申請）している子がいる方 □

43 ①就学援助費または就学奨励費を受給していた方
②これから就学援助費または就学奨励費の受給を希望する方 □ P.32

⑧
特
別
区
民
税
・
都
民
税

　

・
森
林
環
境
税

44 課税されていた方 □

P.33

45 口座振替で納税していた方 □

⑨
原
付

　

 

バ
イ
ク

46 原付バイク（125cc以下）を所有していた方 □

P.34
⑩
そ
の
他

47 犬を飼っている方 □

48 個別に行政サービスの提供を受けている方（広報紙の個別配送など） □
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身近な人が亡くなった後の手続きなどの一般的な流れ（目安）

○葬儀・法要の連絡・調整
○通夜・葬儀・告別式
○初七日
○四十九日
○納骨

○死亡届など
○健康保険・世帯主変更
○年金関係の手続き
○公共料金などの手続き
　（37 ページ参照）

○相続人調査
○遺言調査・遺言書の検認
○相続財産調査
○相続放棄・限定承認

○所得税の準確定申告
　（39 ページ参照）

○遺産分割協議
　（40 ページ参照）

○払戻・解約・名義変更など

○相続税の申告
　（40 ページ参照）

○相続税の延納・物納の申請

○一周忌 ○遺留分侵害額請求

葬儀・法要 届出・手続き 税金

３
ヶ
月
以
内

４
ヶ
月
以
内

１
年
以
内

　

ヶ
月
以
内

10

（39 ページ参照）

中央区で必要な手続きについては 9 ページから、受付窓口と併せて掲載していますので、ぜひそ

ちらもご確認ください。

大切な方を喪い大変な時期かとは思いますが、ゆっくりでも、必要な手続きを済ませられる一助と

なれば幸いです。
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MEMO  
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❶ 戸籍・住民記録

手続き詳細

死亡届を受けて戸籍に記載をします。死亡事項の記載に要する日数は、死亡届を中央区に
出された場合は原則として 3日後（日曜日及び閉庁日を除く）、中央区以外の区市町村に死
亡届を出された場合はおおむね 15日前後となります。
また、年金や相続の手続きなどで戸籍謄本（戸籍全部事項証明書）が必要な場合、請求で
きるのは相続人にあたる方です。
※配偶者、直系血族または相続人以外の方が請求する場合は委任状が必要です。 

申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口 【戸籍謄本などを取得する場合】
□ 本人確認書類
□ 亡くなられた方と請求者との相続関係が確認
できる資料

※中央区の戸籍で確認できる場合は不要です。
※代理人が請求する場合は、委任状が必要です。 
※本籍が中央区以外にある方の戸籍の取得につ
いては条件がありますので、詳しくは戸籍係へ
お問い合わせください。

①区民生活課
　戸籍係
　☎ 03-3546-5317
②日本橋特別出張所
　区民係
　☎ 03-3666-4253
③月島特別出張所
　区民係
　☎ 03-3531-1153
④晴海特別出張所
　区民係
　☎ 03-3520-8096

郵送 
（本庁舎のみ）

詳しくはお問い合わせください。 区民生活課 
戸籍係 
☎ 03-3546-5314

亡くなられた方の戸籍に関する証明が必要になった方 １

MEMO  
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従来、中央区に本籍地がある方についてのみ交付を行っていた戸籍謄本等に加えて他の区市町
村の戸籍証明書の請求も可能となります。

手数料

受付時間

受付窓口

・全部事項証明書 ( 戸籍謄本 ) 　　　　　　　　　　　　    1 通 ４５０円
・除籍全部事項証明書 ( 除籍謄本、改製原戸籍謄本含む )     1 通 ７５０円

平日 ８: ３０～１６: ３０

中央区役所　１階 ５番窓口
（特別出張所では受付していません。）

　　　　　　　取得方法等、詳しくは中央区ホームペー ジをご覧ください。
お問合せ先：区民生活課戸籍係 Tel ０３（３５４６）５３１７

中央区ホームページ

本籍地が遠くでも、お住まいや勤務先の

最寄りの区市町村の窓口で請求できる！

１か所の窓口で、ほしい戸籍が

まとめて請求できる！

どこでも まとめて

注 意 事 項

・ 請求できる戸籍証明書は、全部事項証明書 ( 戸籍謄本 )、除籍全部事

項証明書 ( 除籍謄本、改製原戸籍謄本含む )です。

・ 戸籍抄本 ( 個人事項証明書 )、一部事項証明書、戸籍の附票、戸籍諸

証明（身分証明書、独身証明書等）は広域交付の対象外です。

・ 請求できる方は、本人、配偶者、直系尊属（父母、祖父母など）、直

系卑属（子、孫など）に限られます。

・父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。

・ 請求する方が、市区町村の窓口にお越しになっていただく必要があり

ます。

・郵送や代理人、委任状による請求はできません。

・ 窓口にお越しになった方は有効期限内の顔写真付き本人確認書類を提

示する必要があります。

　( 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど)

※顔写真付きの本人確認書類であっても、学生証など認められないものもあります。

・ 本籍の正確な表示が分かっていないと取得できません。不明な方は住所地で本籍・筆頭者名入りの住民票

を取得するなど事前にお調べください。

・ＤＶ・ストーカー等支援措置対象者が在籍する戸籍は交付できません。

・年金用に使う場合でも有料となります。

・ システム障害やアクセスの集中等により交付にお時間をいただいたり、交付できない場合があります。

・ 中央区以外の戸籍の記載の進捗状況については、お答えできませんので、本籍地の自治体にお問合せください。

<本人の戸籍を請求できる方＞
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❶ 戸籍・住民記録

手続き詳細

死亡届を提出した区市町村を経由して住民票は除票となります。このため、住民票の除票に
関する手続きはありません。ただし、亡くなられた方が世帯主であった場合は別途手続きが
必要となる場合があります。また、亡くなられた方の住民票の除票が必要な場合は、死亡届
の内容が住民票に反映されてから交付が可能です。
申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口 【住民票の除票を取得する場合】
□ 来庁される方の本人確認書類
□ 亡くなられた方との相続関係が確認できる
資料

　 （戸籍謄本などの相続人と確認できる資料）

①区民生活課
　住民記録係
　☎ 03-3546-5320
②日本橋特別出張所
　区民係
　☎ 03-3666-4253
③月島特別出張所
　区民係
　☎ 03-3531-1153
④晴海特別出張所
　区民係
　☎ 03-3520-8096

郵送 
（本庁舎のみ）

□住民票などの交付申請書（HPでダウンロード可）
□請求者の本人確認書類のコピー
□亡くなられた方との相続関係が確認できる資料（戸
籍謄本等の相続人と確認できる資料）のコピー

□手数料分の定額小為替
□返信用封筒

区民生活課 
住民記録係 
☎ 03-3546-5320

手続き詳細

亡くなられた方以外に世帯員が 2 名以上いる場合は、世帯主が亡くなられた日から14日以
内に世帯主の変更届が必要です。手続きができるのは、亡くなられた方と同じ世帯員の方ま
たは代理人です。
申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口 □ 届出人の本人確認書類
※代理人による手続きの場合は、委任状と委任
者の本人確認書類の写しも必要です。  

①区民生活課
　住民記録係
　☎ 03-3546-5320
②日本橋特別出張所
　区民係
　☎ 03-3666-4253
③月島特別出張所
　区民係
　☎ 03-3531-1153
④晴海特別出張所
　区民係
　☎ 03-3520-8096

中央区に住民票の登録をしていた方２

世帯主だった方 ３
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手続き詳細

亡くなられた方の印鑑登録は住民票の除票に伴い抹消となります。そのため、印鑑登録証は
ご返却いただくか、ご自宅で破棄をお願いします。

申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口 □ 亡くなられた方の印鑑登録証
　 （窓口で回収を希望する場合のみ）

①区民生活課
　住民記録係
　☎ 03-3546-5320
②日本橋特別出張所
　区民係
　☎ 03-3666-4253
③月島特別出張所
　区民係
　☎ 03-3531-1153
④晴海特別出張所
　区民係
　☎ 03-3520-8096

手続き詳細

通知カードまたはマイナンバーカードについては、相続などの手続きで必要になる場合があ
ります。（※法令上の返納義務はありません。） 
なお、死亡届の提出によって、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは失効します。

申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口 □ 亡くなられた方の通知カード、マイナンバー
カードまたは住民基本台帳カード 

　（窓口で回収を希望する場合のみ）

①区民生活課
　住民記録係
　☎ 03-3546-5320
②日本橋特別出張所
　区民係
　☎ 03-3666-4253
③月島特別出張所
　区民係
　☎ 03-3531-1153
④晴海特別出張所
　区民係
　☎ 03-3520-8096 

 印鑑登録をしていた方 ４

通知カード、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちだった方５
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手続き詳細

年金を受給していた方が亡くなると、まだ受け取っていない年金（未支給年金）が発生しま
す。この未支給年金の請求手続きについては、受給していた年金によって必要な手続きや提
出書類が異なります。
亡くなられた方の基礎年金番号がわかるものを準備の上、各機関へお問い合わせください。
手続きできるのは、亡くなった当時、亡くなられた方と生計を同じくしていた、（1）配偶者（2）
子（3）父母（4）孫（5）祖父母（6）兄弟姉妹（7）その他３親等内の親族です。請求で
きる順位もこのとおりです。
①老齢基礎年金及び各種基礎年金、老齢厚生年金及び各種厚生年金を受給していた方
　年金事務所にお問い合わせください。
②各種共済年金を受給していた方
　加入していた共済組合にお問い合わせください。
申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口 ご遺族の続柄や受給していた年金によって必要
な書類が異なります。詳しくは各受付窓口にお
問い合わせください。

①中央年金事務所
　☎ 03-3543-1411( 代 )
　音声案内１→２
②各共済組合

手続き詳細

亡くなられた方の納付状況や、ご遺族の状況によって必要な手続きや提出書類が異なります。
亡くなられた方の基礎年金番号がわかるものを準備の上、各機関へお問い合わせください。
請求できる年金によって、手続き可能な方や順位が異なります。詳しくは、各機関へお問合
せください。
①加入歴が国民年金第１号期間のみの方
　年金係にお問い合わせください。
②厚生年金に加入したことがある方、国民年金第３号期間のある方
　年金事務所にお問い合わせください。
③共済組合に加入したことがある方
　加入していた共済組合にお問い合わせください。
申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口 手続き内容によって必要な書類が異なります。
詳しくは各受付窓口にお問い合わせください。

①保険年金課年金係
　☎ 03-3546-5371

②中央年金事務所
　☎ 03-3543-1411( 代 )
　音声案内１→２

③各共済組合

年金を受給していた方６

年金を受給していない方７

❷ 年金
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手続き詳細

（１）有効期限内の国民健康保険被保険者証（資格確認書）・後期高齢者医療保険被保険
者証（資格確認書）などをご返却ください。加入者が亡くなられたことにより、送付先
変更の解除をご希望の場合は申請が必要です。なお、亡くなられた方の資格は死亡日
の翌日で自動的に喪失するため、資格喪失の届出は不要です。

　　 ※国民健康保険については、亡くなられた方が世帯主だったときは「世帯主変更届」
が必要です。

（２）「葬祭費」の申請ができます。期限は葬儀を行った日の翌日から2 年以内です。
　　 申請できるのは、葬儀を行った方 ( 喪主 )または代理人です。

申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口

※世帯主変更
は窓口のみと
なります。

（１）について
□ 亡くなられた方の被保険者証（資格確認書）
など

（２）について
□ 葬儀を行ったことが分かるもの
　（喪主の氏名及び故人の氏名が確認できる
葬儀の領収書または会葬はがき）

□ 葬儀を行った方 ( 喪主 ) の銀行口座番号が
分かるもの 

□ 申請者の本人確認書類
※代理人による手続きの場合は、委任状が必
要です。

（１） 被保険者証（資格確
認書）などについて
保険年金課資格係
☎ 03-3546-5362

（２）葬祭費について
保険年金課給付係 
☎ 03-3546-5360

【（１）（２）両方受付】
①日本橋特別出張所
地域活動係
☎ 03-3666-4251
②月島特別出張所
地域活動係
☎ 03-3531-1151
③晴海特別出張所
地域活動係
☎ 03-3520-8096

郵送 
（本庁舎のみ）

詳しくはお問い合わせください。 （１） 被保険者証（資格確
認書）などについて
保険年金課資格係 
☎ 03-3546-5362

（２）葬祭費について
保険年金課給付係
☎ 03-3546-5360

❸ 保険

国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入していた方８

国民健康保険
委任状

後期高齢者医療制度
委任状
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❸ 保険

手続き詳細

詳細はご相談ください。 

申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口・電話 □ 来庁者の本人確認書類 保険年金課
収納推進担当
☎ 03-3546-5368

保険料の未納がある方（国保・後期）９

手続き詳細

保険料の還付が決定した場合、「保険料過誤納金還付請求兼口座振替依頼書」を亡くなられ
た方あてに送りますので、代表相続人は還付金を請求してください。
後日指定された口座に還付します。

申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口 □ 代表相続人申立書
　 （保険料過誤納金還付請求兼口座振替依頼
書に記入）

①保険年金課収納係 
　☎ 03-3546-5365
②日本橋特別出張所
　地域活動係
　☎ 03-3666-4251 
③月島特別出張所
　地域活動係
　☎ 03-3531-1151 
④晴海特別出張所
　地域活動係
　☎ 03-3520-8096

郵送 
（本庁舎のみ）

詳しくはお問い合わせください。 保険年金課収納係
☎ 03-3546-5365

保険料に過払いがある方（国保・後期）１０
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手続き詳細

介護保険被保険者証の返却が必要です。
ご家族などが手続きができます。

申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口・ 郵送 □ 介護保険被保険者証 介護保険課
介護認定係
☎ 03-3546-5385

  

65歳以上または介護認定を受けていた方１１

手続き詳細

未支給分がある場合、振込口座の変更が必要になります。 
手続きが必要な方には、後日、書類を郵送します。

申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口 □ 申立書
□ 口座振替登録依頼書
□ 戸籍謄本など
   （亡くなられた方と手続きされる方の関係が
分かるもの）

※手続き内容により必要なものが異なります。

①介護保険課
　事業者支援給付係
　☎ 03-3546-5377
②日本橋特別出張所
　地域活動係
　☎ 03-3666-4251
③月島特別出張所
　地域活動係
　☎ 03-3531-1151
④晴海特別出張所
　地域活動係
　☎ 03-3520-8096

郵送 
（本庁舎のみ）

詳しくはお問い合わせください。 介護保険課
事業者支援給付係
☎ 03-3546-5377

高額介護サービス費を受給していた方１２

MEMO  

❹ 介護
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❹ 介護

手続き詳細

詳細はご相談ください。 

申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口・電話 □ 来庁者の本人確認書類 保険年金課
収納推進担当
☎ 03-3546-5368

保険料の未納がある方（介護）１３

手続き詳細

保険料の還付が決定した場合、「保険料過誤納金還付請求兼口座振替依頼書」を亡くなられ
た方あてに送りますので、代表相続人は還付金を請求してください。
後日指定された口座に還付します。

申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口 □ 代表相続人申立書
　 （保険料過誤納金還付請求兼口座振替依頼
書に記入）

①保険年金課収納係 
　☎ 03-3546-5365
②日本橋特別出張所
　地域活動係
　☎ 03-3666-4251 
③月島特別出張所
　地域活動係
　☎ 03-3531-1151 
④晴海特別出張所
　地域活動係
　☎ 03-3520-8096

郵送 
（本庁舎のみ）

詳しくはお問い合わせください。 保険年金課収納係
☎ 03-3546-5365

保険料に過払いがある方（介護）１４
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手続き詳細

未支給分を親族が受けとるための手続きが必要な場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口・ 郵送 □ 申立書
□ 口座振替登録依頼書
□ 戸籍謄本など
　 （亡くなられた方と手続きされる方の関係が 
分かるもの）

※手続き内容により必要なものが異なります。

高齢者福祉課
高齢者サービス係
☎ 03-3546-5355

  

手続き詳細

未支給分を親族が受けとるための手続きが必要な場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口・ 郵送 □ 申立書
□ 口座振替登録依頼書
□ おむつ代領収書  など
※助成対象月などによって必要なものが異なり
ます。

高齢者福祉課
高齢者サービス係
☎ 03-3546-5355

  

❺ 高齢者

おとしより介護応援手当を受給していた方１５

おむつ代助成を受給していた方１６
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❺ 高齢者

手続き詳細

一般寝台をご返却いただくための手続きが必要です。
ご連絡ください。

申請方法 必要なもの 受付窓口

電話 ー 高齢者福祉課
高齢者サービス係
☎ 03-3546-5355

手続き詳細

設置機器を取り外すための手続きが必要です。
ご連絡ください。

申請方法 必要なもの 受付窓口

電話 ー 高齢者福祉課
高齢者サービス係
☎ 03-3546-5355

手続き詳細

機器をご返却いただくための手続きが必要です。
ご連絡ください。

申請方法 必要なもの 受付窓口

電話 ー 高齢者福祉課
高齢者サービス係
☎ 03-3546-5355

一般寝台の貸与を受けていた方１７

緊急通報システムを利用していた方１８

徘徊高齢者探索システム費用助成を受けていた方１９
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手続き詳細

身体障害者手帳、愛の手帳、自立支援医療受給者証 ( 更生医療 ) をご返却ください。
※ご希望により、手帳に貼付されている写真はご返却が可能です。

申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口・ 郵送 □ 身体障害者手帳 
□ 愛の手帳 
□ 自立支援医療受給者証
　 （更生医療）

障害者福祉課
相談支援係
☎ 03-3546-6032
FAX 03-3248-1322

  

手続き詳細

有効期限が残っている場合は、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証 ( 精神通院 )
をご返却ください。 
※ご希望により、手帳に貼付されている写真はご返却が可能です。

申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口・ 郵送 □ 精神障害者保健福祉手帳
□ 自立支援医療受給者証
　 （精神通院） 

①障害者福祉課
　相談支援係
　☎ 03-3546-6032
    FAX 03-3248-1322
②健康推進課給付係
　☎ 03-3541-5930
③日本橋保健センター
　健康係
　☎ 03-3661-3515
④月島保健センター
　健康係
　☎ 03-5560-0765
⑤晴海保健センター
　健康係
　☎ 03-6381-2972

  

❻ 障害・保健

身体障害者手帳、愛の手帳、自立支援医療受給者証（更生医療）をお持ちだった方２０

精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちだった方２１
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❻ 障害・保健

手続き詳細

受給者証をご返却ください。

申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口・ 郵送 □ 各種サービス受給者証 障害者福祉課
相談支援係
☎ 03-3546-6032
FAX 03-3248-1322

  

手続き詳細

①受給者証をご返却ください。
②都外の医療機関を受診した方は、医療費の還付請求ができます。
　手続きできるのは、亡くなられた方の親族の方などです。

申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口・ 郵送 【医療費の還付請求】
□ 医療費領収書
□ マル障受給者証
□ 請求者の銀行などの口座番号が分かるもの
□ 戸籍謄本 
　（亡くなられた方と請求者との相続関係が確 
認できるもの）

障害者福祉課
障害者福祉係
☎ 03-3546-5389
FAX 03-3248-1322

  

東京都心身障害者医療費助成の受給者証(マル障)をお持ちだった方 ２３

障害福祉サービス受給者証、療養介護医療受給者証、地域生活支援事業受給者
証、通所受給者証など各種サービス受給者証をお持ちだった方２２
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手続き詳細

（１）難病医療費助成
（２）B 型 C 型肝炎医療費助成
（３）小児慢性医療費助成
（４）育成医療費助成    など
受給者証、医療券などをご返却ください。

申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口・ 郵送 □ 受給者証・医療券など ①健康推進課給付係
　☎ 03-3541-5930
②日本橋保健センター
　健康係
　☎ 03-3661-3515
③月島保健センター
　健康係
　☎ 03-5560-0765
④晴海保健センター
　健康係
　☎ 03-6381-2972

  

手続き詳細

未支給分の請求が必要になる場合があります。

申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口・ 郵送 □ 銀行などの口座番号が分かるもの
□ 戸籍謄本などの写し
　（関係性が住民票で確認できる場合は省略可）
□申立書

障害者福祉課
障害者福祉係
☎ 03-3546-5389
FAX 03-3248-1322

  

医療費助成制度の認定を受けていた方２４

心身障害者福祉手当を受給していた方２５
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❻ 障害・保健

手続き詳細

①資格喪失手続きが必要です。
②未支給分の請求が必要になる場合があります。

申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口・ 郵送 □ 銀行などの口座番号が分かるもの
□ 戸籍謄本などの写し
　（関係性が住民票で確認できる場合は省略可） 

障害者福祉課
障害者福祉係
☎ 03-3546-5389
FAX 03-3248-1322

  

手続き詳細

未支給分の請求が必要になる場合があります。

申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口・ 郵送 □ 申立書
□ 口座振替依頼書
□ 戸籍謄本などの写し
　（関係性が住民票で確認できる場合は省略可）

①健康推進課給付係
　☎ 03-3541-5930
②日本橋保健センター
　健康係
　☎ 03-3661-3515
③月島保健センター
　健康係
　☎ 03-5560-0765
④晴海保健センター
　健康係
　☎ 03-6381-2972

  

難病患者福祉手当を受給していた方 ２６

特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、東京都重度心身障害者手当
を受給していた方２７
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手続き詳細

①資格喪失手続きとともに、新規認定請求が必要です。亡くなられた日から１５日以内の申
請の場合、亡くなられた月の翌月分から支給となります（特別児童扶養手当のみ）。

②未支給分の請求が必要になる場合があります。手続きできるのは亡くなられた方の同居親
族の方などです。詳しくはお問い合わせください。

申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口・ 郵送 【新規認定請求】
□ 請求者と児童の戸籍謄本
　（特別児童扶養手当のみ）
□ 身体障害者手帳、愛の手帳
　（お持ちの方のみ）
□ 請求者の銀行などの口座番号が分かるもの
□ 請求者および対象児童のマイナンバ一確認
書類

【未支給分の請求】
詳しくはお問い合わせください。

障害者福祉課
障害者福祉係
☎ 03-3546-5389
FAX 03-3248-1322

  

手続き詳細

資格喪失または額改定手続きが必要です。手続きできるのは手当の受給者です。

申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口・ 郵送 □ 資格喪失届 障害者福祉課
障害者福祉係
☎ 03-3546-5389
FAX 03-3248-1322

  

特別児童扶養手当または児童育成手当(障害手当)を受給していた方２８

特別児童扶養手当または児童育成手当(障害手当)の対象だった児童２９
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❻ 障害・保健

手続き詳細

資格喪失手続きなどが必要です。未請求の助成金がある場合、請求することができます。
手続きできるのは亡くなられた方の同居親族の方などです。

申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口・ 郵送 詳しくはお問い合わせください。 障害者福祉課
障害者福祉係
☎ 03-3546-5389
FAX 03-3248-1322

  

手続き詳細

資格喪失手続きなどが必要です。未請求の助成金がある場合、請求することができます。
手続きできるのは亡くなられた方の同居親族の方などです。

申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口・ 郵送 □ 申立書
□ 請求書（自動車燃料費助成、おむつ代助
成のみ）
□ 口座振替登録依頼書
□ 領収書

障害者福祉課
障害者福祉係
☎ 03-3546-5389
FAX 03-3248-1322

  

手続き

設置機器を取り外すための手続きが必要です。
ご連絡ください。

申請方法 必要なもの 受付窓口

電話 ― 障害者福祉課
障害者福祉係
☎ 03-3546-5389
FAX 03-3248-1322

  

自動車燃料費助成、おむつ代助成、身体障害者電話料金助成３０

緊急通報システムを利用していた方３２

知的障害者位置情報サービス費用助成を受けていたまたは端末機を使用して
いた方３１
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手続き詳細

福祉タクシー利用券、リフト付ハイヤー利用券をご返却ください。

申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口・ 郵送 □ 福祉タクシー利用券
□ リフト付ハイヤー利用券

障害者福祉課
障害者福祉係
☎ 03-3546-5389
FAX 03-3248-1322

  

手続き詳細

東京都都営交通無料乗車券（磁気式）をご返却ください。
手続きできるのは亡くなられた方の同居親族の方などです。

申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口 IC カード式（PASMO）の場合は手続きが異な
ります。詳しくは②にお問い合わせください。 

①障害者福祉課
　障害者福祉係
　☎ 03-3546-5389
　FAX 03-3248-1322
②都営交通
　お客様センター
　☎ 03-3816-5700
　FAX 03-3812-7640

  

手続き詳細

公害医療手帳のご返却と返還届をご提出ください。
※遺族補償費などの支給対象となる場合、亡くなられた日から2 年以内に手続きが必要です。

申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口・郵送 □ 公害医療手帳
※詳しくはお問い合わせください。

健康推進課給付係
☎ 03-3546-5400

  

福祉タクシー利用券、リフト付ハイヤー利用券を受給していた方 ３３

東京都都営交通無料乗車券（磁気式）をお持ちだった方３４

公害医療手帳をお持ちの方 ３５
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❻ 障害・保健

手続き詳細

①被爆者健康手帳などをご返却ください。
②葬祭料の支給を申請することができます。
　手続きできるのは戸籍法の規定による死亡の届出義務者です。

申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口・ 郵送 □ 被爆者健康手帳
□ 第一種、第二種健康診断受給者証
□ 各種手当証書
□ 死亡診断書または死体検案書
【葬祭料の支給申請】
上記に加え、
□ 死亡届・葬祭料支給申請書
□ 亡くなられた被爆者の方の住民票の除票
□ 葬儀を行ったことの証明
□ 支払金口座振替依頼書
※詳しくは東京都保健医療局保健政策部疾病
対策課（03-5320-4473）にお問い合わせく
ださい。

健康推進課給付係
☎ 03-3541-5930

  

被爆者健康手帳をお持ちの方３６
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❼ 子ども

手続き詳細

保護者の変更手続きが必要です。
手続きできるのは、児童と住民票上同一世帯の方または代理人などです。

申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口 □ 申請者の本人確認書類
□ 児童の加入健康保険がわかるもの
　（資格確認書、資格情報のお知らせ等）
　もしくは児童のマイナ保険証
□ 子ども医療証
※代理人による手続きの場合は、委任状が必要
です。

①子ども子育て支援課
　子育て給付係
　☎ 03-3546-5350
②日本橋特別出張所
　地域活動係
　☎ 03-3666-4251
③月島特別出張所
　地域活動係
　☎ 03-3531-1151
④晴海特別出張所
　地域活動係
　☎ 03-3520-8096

郵送 
（本庁舎のみ）

詳しくはお問い合わせください。 子ども子育て支援課
子育て給付係
☎ 03-3546-5350

子ども医療証に記載の保護者の方３７
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❼ 子ども

手続き詳細

（１）受給者の変更手続きが必要です。手続きできるのは、児童を養育している方です。
　　  【期限】
　　  亡くなられた日の翌日から15日以内
（２）未支給分がある場合、請求することができます。 
　　  手続きできるのは、児童と住民票上同一世帯の方または代理人などです。

申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口 【受給者の変更手続き】
□ 申請者の本人確認書類
□ 申請者のマイナンバ一確認書類
□ 申請者の銀行などの口座番号が分かるもの
□ 加入健康保険がわかるもの（資格確認書、資
格情報のお知らせ等）もしくは児童のマイナ保
険証（申請者が国家公務員共済または地方公
務員等共済の組合員である場合のみ）

【未支給分の請求】
□ 対象児童の銀行などの口座番号が分かるもの
※代理人が請求する場合は、委任状が必要です。

①子ども子育て支援課
　子育て給付係 
　☎ 03-3546-5350
②日本橋特別出張所
　地域活動係
　☎ 03-3666-4251
③月島特別出張所
　地域活動係
　☎ 03-3531-1151
④晴海特別出張所
　地域活動係
　☎ 03-3520-8096

郵送 
（本庁舎のみ）

詳しくはお問い合わせください。 子ども子育て支援課
子育て給付係
☎ 03-3546-5350

  

児童手当を受給していた方３８
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手続き詳細

ひとり親手当等（児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親家庭等医療費助成）を受けられる
場合があります。
手続きできるのは、児童を養育している方です。
①児童扶養手当、児童育成手当…申請日の属する月の翌月分から支給
②ひとり親家庭等医療費助成…申請日から助成

申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口・ 郵送 【窓口】
□ 申請者の本人確認書類
□ 申請者および児童の戸籍謄本
 　（発行後 1 か月以内のもの、亡くなられた記
載があるものに限る。）

□   申請者の銀行などの口座番号が分かるもの
□   保護者と児童の加入健康保険が分かるもの
（資格確認書、資格情報のお知らせ等）も
しくはマイナ保険証　

  ※ その他、申請者のご事情により必要な書類
があります。詳しくはお問い合わせください。

【郵送】
詳しくはお問い合わせください。

子ども子育て支援課
子育て給付係
☎ 03-3546-5350

  

手続き詳細

未支給分がある場合、請求することができます。
手続きできるのは亡くなられた方の同居親族の方などです。詳しくはお問い合わせください。

申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口・ 郵送 □ 申請者の本人確認書類
□ 銀行などの口座番号が分かるもの（受取の
権利がある方名義）

　 詳しくはお問い合わせください。
※代理人による手続きの場合は、委任状が必
要です。

子ども子育て支援課
子育て給付係
☎ 03-3546-5350

  

18歳以下の児童（児童に一定程度以上の障害がある場合、20歳未満）の保護者
だった方３９

児童扶養手当、児童育成手当を受給していた方４０

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

主
な
手
続
き

相
続
に
つ
い
て

区
役
所
外
の
主
な
手
続
き

そ
の
他
の
相
談



31

❼ 子ども

手続き詳細

亡くなられた方により手続きが必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。
手続きできるのは、亡くなられた方と同じ世帯の方です。
代理人による手続きの場合は、委任状が必要です。

申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口・ 郵送 詳しくはお問い合わせください。 保育課保育入園係
☎ 03-3546-5227
☎ 03-3546-5387
☎ 03-3546-9587

  

手続き詳細

亡くなられた方により手続きが必要な場合があります。
詳しくは利用している学童クラブ・プレディにお問い合わせください。

申請方法 必要なもの

窓口・ 郵送 詳しくはお問い合わせください。

受付窓口

①築地学童クラブ
　☎03-3544-0127

②新川学童クラブ
　☎03-3553-2084 

③堀留町学童クラブ
　☎03-3661-8937

④浜町学童クラブ
　☎03-3669-3386

⑤佃学童クラブ
　☎03-3531-7811

⑥月島学童クラブ
　☎03-3533-0885

⑦勝どき学童クラブ
　☎03-3531-3250

⑧晴海学童クラブ
　☎03-3534-3021

⑨プレディプラス中央
　☎03-3551-0522

⑩プレディプラス京橋築地
　☎03-3545-2843

⑪プレディプラス久松
　☎03-3663-7045

⑫プレディプラス月島第一
　☎03-3531-4746

⑬プレディプラス月島第二
　☎03-3531-1045

⑭プレディプラス豊海
　☎03-3534-1300

⑮プレディプラス晴海西
　☎03-3520-8552

⑯プレディ明石
　☎03-3544-2860

⑰プレディ明正
　☎03-3551-3673

⑱プレディ日本橋
　☎03-3668-2331

⑲プレディ有馬
　☎03-3666-3960

⑳プレディ佃島
　☎03-3536-7041

㉑プレディ月三
　☎03-3531-7251

  

保育園に通園・申し込みしている子がいる方 ４１

学童クラブ・プレディを利用（利用申請）している子がいる方４２
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手続き詳細

国公立の小学校または中学校に通っている児童生徒の保護者で所得要件などの認定要件を
満たす方に対して、学用品費などを支給しています。
申請する時期により、支給金額が異なります。詳しくはお問い合わせください。
手続きできるのは、国公立の小学校または中学校（就学奨励の場合は特別支援学級など）
に通っている児童生徒の保護者です。

申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口・ 郵送 □ 申請者の本人確認書類
　 （マイナンバーカードの写しなど）

教育委員会事務局
学務課学事係
☎ 03-3546-5513

  

①就学援助費または就学奨励費を受給していた方
②これから就学援助費または就学奨励費の受給を希望する方４３
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手続き詳細

納付が済んでいない場合 ( 未納や未到来分 ) は、相続人に納税の義務が承継されるため、
相続人代表者の指定が必要な場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口・ 郵送 個別にご案内します。 税務課課税係
☎ 03-3546-5270

手続き詳細

口座の廃止または変更が必要です。

申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口・ 郵送 個別にご案内します。 税務課収納係
☎ 03-3546-5277

課税されていた方４４

口座振替で納税していた方４５

❽ 特別区民税・都民税・森林環境税

MEMO  
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❾ 原付バイク

手続き詳細

所有者の変更が必要です。
手続きできるのは新しく飼い主となられた方または代理人です。

申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口 詳しくはお問い合わせください。 生活衛生課
生活衛生事業係
☎ 03-3546-5762

手続き詳細

廃車または名義変更の手続きが必要です。
手続きの内容により期限は異なります。詳しくはお問い合わせください。

申請方法 必要なもの 受付窓口

窓口・ 郵送 【窓口】
□ 届出者の本人確認書類
□ 標識 (ナンバープレート)
□ 標識交付証明書
※手続きの内容によりその他
　必要な書類があります。
【郵送】
詳しくはお問い合わせください。

税務課管理係
☎ 03-3546-5267

手続き詳細

各担当部署にサービス提供の中止のご連絡をお願いします。
広報紙の個別配送  など

申請方法 必要なもの 受付窓口

̶ 各担当部署にお問い合わせください。 各担当部署

犬を飼っている方４７

原付バイク（125cc以下）を所有していた方４６

個別に行政サービスの提供を受けている方４８

➓ その他
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故人が働いていた勤務先に対して、死亡退職届の提出や社員証の返却など、必要な手続きが
あります。一般的な手続きについて記載します。手続きの際は勤務先にご確認ください。

項　目 期　日 備　考

死亡退職届の提出

速やかに

故人が働いていた勤務先に、提出する必要があり
ます。

身分証明書（社員証など）の
返却

健康保険被保険者証やその他、勤務先から貸与を
受けていたものを返却してください。

国民健康保険などへの加入
被扶養者だった場合は、同時に資格を喪失します
ので、資格喪失後は他の医療保険制度へ加入する
必要があります。

最終給与、退職金などの請求
預貯金口座の確認とともに、勤務先に直接ご確認
ください。

埋葬料の請求 2年以内
協会けんぽ及び、勤務先が加盟している保険組合
などで、埋葬料の請求が可能です。

遺族厚生年金の請求 5年以内

【必要なもの】
年金請求書、故人の年金手帳または基礎年金番号
通知書、戸籍謄本、死亡診断書のコピー、請求者の
所得の証明書、住民票、振込先口座番号の分かる
ものなど

【手続き先】
最寄りの年金事務所にご相談ください。

亡くなられた方が会社員だった場合
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お墓の改葬の手続きについて

１新しい改葬先を確保
改葬先の墓地の管理者から墓地の使用許可
証を発行してもらいます。

２埋葬証明証を発行
現在、埋葬されている墓地の管理者から、
埋葬証明書（遺骨を特定できる証明書）を
発行してもらいます。（区の改葬許可申請
書をご利用ください。）

３改葬許可証の受け取り
永代供養や納骨堂に遺骨を移す際に必要な
手続きです。
※散骨や手元供養の場合は不要なことが多いですが、念
のため事前に確認しておきましょう。

▼必要書類
改葬許可申請書（埋葬証明書）、墓地の使用
許可証、遺骨との関係を確認できる戸籍の
証明書、本人確認書類

▼提出先 ( 受取先 )
墓地のある市区町村に提出し、改葬の申請
を行って改葬許可証を受け取ります。

４遺骨の取り出し
住職などにお経を上げてもらって遺骨を取
り出します。遺骨の取り出し業者の依頼な
ど詳細は墓地の管理者にお問い合わせくだ
さい。

５納骨
改葬先の墓地の管理者に改葬許可証を提出
し、納骨を行います。
※散骨や手元供養の場合は異なります。

◇このほか、地域による風習や墓石の制限な
ど、墓地の管理者や地域の情報を前もって
お調べいただくとともに、手続きを始める
前に、ご親族内で話し合われることをおす
すめします。

区民生活課戸籍係
☎ 03-3546-5317

問い合わせ先
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区役所以外での主な手続き一覧　チェック欄□は、該当する場合や手続きが完了した際などにお使いください。

番号 手続きの種類 主な手続き 問い合わせ先など

1

生命保険
預貯金口座
クレジットカード
有価証券など

死亡保険金や入院給付金
の請求、口座凍結解除の
手続き、名義変更など

各契約会社・金融機関など □

2

固定電話・携帯電話
インターネット・
プロバイダー
ケーブルテレビなど

契約継承・名義変更・解約 各契約会社など □

3 ＮＨＫ受信料 名義変更・解約 ☎ 0570-077-077 □

4 水道（上下水道）
水道の使用中止・開始・
名義変更、料金支払い変更
（口座振替等）

東京都水道局お客さまセンター
☎ 0570-091-100（ナビダイヤル）
または、☎ 03-5326-1101

□

5 電気・ガス料金など 名義変更・解約 領収書に記載されている
会社・営業所

□

6 運転免許証 返納 最寄りの警察署にお問い合わ
せください。 

□

7 パスポート 返納・失効手続き 東京都パスポート電話案内センター
☎ 03-5908-0400

□

8 不動産登記関係

土地・家屋等相続登記
※令和６年４月１日から相
続登記の申請が義務化さ
れました。詳しくは東京法
務局ホームページや本冊
子P.41・42をご覧ください。

管轄している法務局にお問い
合わせください。 
東京法務局登記電話案内室
  ☎ 03-5318-0261 

□

9
国民年金・厚生年金
を受給していた

必要な手続きをお問い合
わせください。 

日本年金機構ねんきんダイヤル 
☎ 0570-05-1165

□

10
共済年金を受給して
いた

必要な手続きをお問い合
わせください。 加入していた共済組合 □

11
所得税・消費税
（準確定申告・納税）
について

必要な手続きや申告期限
などをお問い合わせくだ
さい。
※国税庁ホームページ「タッ
クスアンサー」では、よくあ
る税のご質問に対する一般
的な回答を税金の種類ごと
に調べることができますの
で、ご活用ください。

国税相談ダイヤル
☎ 0570-00-5901
日本橋税務署
（代表）☎ 03-3663-8451
京橋税務署
（代表）☎ 03-4434-0011
※自動音声に従って「1」を選
択し、国税局電話相談センター
（一般相談窓口）にお問い合
わせください。

□

12
相続税（申告・納税）
について

□
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番号 手続きの種類 主な手続き 問い合わせ先など

13 固定資産税について
相続人など新たな所有者
となった方の申告（現所有
者申告）、振替口座の変更

土地・家屋が所在する区にある
都税事務所にお問い合わせく
ださい。
中央都税事務所
（代表）☎ 03-3553-2151

□

14
二輪車(125cc超)、
自動車を所有してい
た

名義変更・廃車手続き

【相続人の住所が品川・世田谷
ナンバー管轄の場合】
東京運輸支局 
☎ 050-5540-2030
(相続関係問い合わせコード
03121)
【相続人の住所が上記以外の場合】
相続人の住所を管轄する運輸
支局等にお問い合わせくださ
い。

□

15
軽自動車(四輪、三輪) 
を所有していた

名義変更・廃車手続き
軽自動車検査協会東京主管事
務所
☎ 050-3816-3100

□

16
在留カードまたは
特別永住者証明書の
交付を受けていた

在留カードまたは特別永
住者証明書のご返納をお
願いします。
※中央区役所では手続き
できません。
また、返納には在留カー
ドまたは特別永住者証明
書と、死亡の事実を証す
る書面の写し等が必要で
す。 

返納先について
【郵送の場合】
東京出入国在留管理局オンラ
イン審査部内おだいば分室
〒135-0064
東京都江東区青海2-7-11
東京港湾合同庁舎9階
☎ 03-3599-1068
※ 郵送での返納の場合、原本
は返却いたしません。

【直接持参する場合】
東京出入国在留管理局審査管
理部門（２階 Ｄ窓口）
〒108-8255
東京都港区港南5-5-30
☎ 0570-034259（内線210）

□

17
東京都シルバーパス
を持っていた

各バス営業所等にご返却
ください。
詳細は東京バス協会にお
問い合わせください。

東京バス協会
☎ 03-5308-6950
（シルバーパス専用電話）
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項　目 期　日 備　考

□ 相続人の調査・確定

速やかに

相続人を確定させるためには、故人の出生から
死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。役所
の窓口で「相続に使用するため出生から死亡まで
の戸籍謄本が必要です」と申し出れば取得でき
ます。

□ 遺言書の探索

自筆証書遺言は、自宅で探索または法務局で調査
してください。
公正証書遺言は、お近くの公証役場で検索してくだ
さい。

□ 遺言書の検認
法務局以外で発見された自筆証書遺言の場合は、
「未開封」の状態で家庭裁判所の検認が必要と
なります。

□ 相続財産の調査

被相続人の預金通帳及び郵便物から調査し、各
事業者に問い合わせすることで、相続財産のほと
んどを知ることができます。また、自宅以外の不
動産を所有している場合は、役所（例えば、市役
所の資産税課や都税事務所など）で「名寄帳（亡
くなった方の保有している不動産をまとめた証明
書）」を取得することで、課税対象の不動産のすべ
てを知ることができます。

□ 相続放棄・限定承認 ３ヶ月以内
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所への申述
が必要となります。申述書の作成など必要な対応
があるため、家庭裁判所にご確認ください。

□ 所得税の準確定申告 ４ヶ月以内

被相続人が確定申告書を提出しないで死亡した
場合及び死亡した年分の所得税について、各々の
申告書を提出しなければならないときは、その相
続人が相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以
内に申告と納税をしなければなりません。

□

相続に関する手続きチェックリスト
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項　目 期　日 備　考

□
遺産分割協議
（協議書の作成）

相続人全員の
協議が

まとまったら

共同相続人全員で遺産分割協議を行い、合意する
必要があります。合意後、金融機関や税務署、法務
局などへ提出するための遺産分割協議書の作成が
必要となります。

□ 相続税の申告・納付 10ヶ月以内

各相続人が相続や遺贈などにより取得した財産の
価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税
の課税対象となります。

基礎控除額＝
3,000万円 ＋ 600万円 × 法定相続人の数

□
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不動産の相続登記の申請が義務化されました！ （令和 6年 4月1日より）

「相続登記の申請の義務化」など不動産に関するルールが大きく変わりました。

●相続登記はどこで手続きするの？

●相続登記をしなかったら？

●なぜ変わったの？

●手続き方法は？

不動産の所在地の法務局（登記所）で行います。

正当な理由なく、相続登記を怠ったときは、10 万円以下の過料が課せられる可能
性があります。

令和６年４月より前に発生した相続でも、不動産の相続登記がされていないものは
義務化の対象になるので、注意が必要です。

●相続人で必要な遺産分割を行い、今のうちから相続登記を速やかに行いましょう。

登記申請書を提出して、名義書き換えを行います。
①遺言書による相続
②遺産分割協議による相続
③法定された割合による相続
などがあり、ケースにより必要な登記や書類が異なります。

不動産の相続登記がなされないことにより所有者不明の土地が発生し、災害が発
生した際の復興事業等の土地の円滑・適正な利用に支障が生じていました。また、
所有者不明の建物の発生により、適正に管理されない空き家が増加し、治安の悪
化や倒壊等のおそれが生じています。

そこで、不動産の相続による所有者の登記を義務付け、所有者不明の不動産の発
生予防を図ることとなりました。

※不動産相続登記とは
　土地や建物等の所有者がお亡くなりになった場合に、その土地や建物等の所有者を相続人に名義変更する手続き
のことです。
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法務省ホームページ
あなたと家族をつなぐ相続登記
～相続登記・遺産分割を進めましょう～

必要書類の取得

①相続が開始したこと及び相続人を特定するための証明書

　●被相続人 ( 亡くなった方 ) の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本 
　●被相続人の住民票の除票または戸籍附票
　●相続人の戸籍謄本

②相続人全員の住民票の写し
③登録免許税（通常は収入印紙で納付）
④委任状（代理人が申請する場合）

登記申請書の作成
●法務局（登記所）に提出する登記申請書を作成します。

登記申請書の提出
●不動産の所在地を管轄する法務局（登記所）に登記申請書と添付書面　　
を提出します。

登記完了
●法務局（登記所）から登記完了証・登記識別情報通知書の交付を受けます。

【協力 ･監修／東京司法書士会中央支部】

●相続登記の手続きの流れ　<法定相続分のとおりに相続したケース>

ステップ 1ステップ 1

ステップ 2ステップ 2

ステップ 3ステップ 3

ステップ 4ステップ 4

　相続登記の申請義務化以外にも多くの変更（改正）がされました！

・共有制度の見直し（令和 5年 4月 1日施行）
   共有物の変更・管理が円滑にできるように

・財産管理制度の見直し（令和 5年 4月 1日施行）
   所有者不明土地建物・管理不全状態土地建物に特化
した財産管理人を選任できるように

・相隣関係の規律の見直し（令和5年4月1日施行）
   不明確だった隣地使用権・ライフライン設置権の明文化

・相続制度の見直し（令和 5年 4月 1日施行）
   特別受益及び寄与分の適用が一定の期間までに制限

・相続土地国庫帰属制度の創設
　（令和 5年 4月 27 日施行）
   一定の要件を満たす土地を国へ帰属させることが可能に
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法定相続情報証明制度
あな

たの手続きを応援します！

平成29年5月29日から、全国の登記所（法務局）において、
各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。

　この制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。（※１）

（※１）相続手続きで必要となる書類は、各機関で異なりますので、提出先にご照会ください。

A銀行
（預金払戻）

B銀行
（預金払戻）

登記所
（相続登記）

戸籍書類一式

次の手続き

提出

返却

提出

返却

提出

返却

次の手続き

法定相続情報
一覧図の写し
※無料で必要な
　通数を交付

A銀行
（預金払戻）

B銀行
（預金払戻）

登記所
（相続登記）

制度の概要

（※2）POINT

戸籍の収集や一覧
図の作成などの手
続きは専門家（※3）
に依頼することも可
能です。
（※3）弁護士、司法書士、

土地家屋調査士、
税理士、社会保険
労務士、弁理士、
海事代理士、行政
書士

①申出（法定相続人または代理人）

市区町村の窓口で戸除籍謄本などを収集します。

法定相続情報一覧図を作成します。（※2）

所定の申出書（申請書）を記載し、１及び２の書類
を添付して登記所に申出をします。

②確認・交付（登記所）

1.登記官による確認の後、法定相続情報一覧図は５
年間保管されます。

2.認証文付き法定相続情報一覧図の写しを（右図見
本）、必要な通数の交付の申出をします。

   戸除籍謄本などは返却されます。

③利用

各種相続手続きにお使いください。

法定相続情報証明制度に関する
詳しい手続きは 

法務局ホームページ 検索

法定相続情報証明制度

利用する場合利用しない場合 POINT

相続手続きがいくつ
もある場合にお勧め
です。手続きが同時
に進められ、時間短
縮につながります。

●利用するケース●
・相続税の申告
・各種年金手続き
・不動産の相続登記
・被相続人名義の預
金の払戻し
・死亡保険金の請求
・有価証券の口座の
名義変更　など

STEP1

STEP2

STEP3

法定相続情報証明制度について
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その他の相談

区役所１階にある区民相談室での主な相談

日本橋特別出張所・月島特別出張所・晴海特別出張所での主な相談

相談内容 実施日 時間 問い合わせ先

❶法律相談 毎週金曜日

午後１時
から
午後４時

【要予約】

☎ 03-3546-9590

❷行政書士相談
　　東京都行政書士会中央支部 毎月第3水曜日

❸不動産取引相談
　　（公社）全日本不動産協会
　　　東京都本部中央支部

毎月第3月曜日   

❹土地家屋調査測量・表示登記相談
　　東京土地家屋調査士会千代田・
　　中央支部 

毎月第4木曜日

❺司法書士相談
　　東京司法書士会中央支部 毎月第1火曜日

❻成年後見・司法書士相談
　　東京司法書士会中央支部 毎月第3火曜日

❼遺言・公証相談
　　中央区内の各公証役場 毎月第1水曜日

❽税務相談
　　東京税理士会京橋支部 毎月第2・4水曜日 ☎ 03-3546-5266

❾年金相談
　　  東京都社会保険労務士会
　　  中央支部

偶数月の第4水曜日 午後1時から午後4時
【予約不要】 ☎ 03-3546-5370

相談内容 場所 実施日 時間 問い合わせ先

法律相談 

 日本橋特別出張所  毎月第2・4水曜日
午後1時
から
午後4時
【要予約】

 ☎ 03-3546-9590 月島特別出張所  毎月第1・3月曜日

 晴海特別出張所  毎月第3木曜日

年金相談 

 日本橋特別出張所  5月、11月の第3水曜日
午後1時
から
午後4時

【予約不要】
 ☎ 03-3546-5370 月島特別出張所  7月、1月の第4水曜日 

 晴海特別出張所  9月、3月の第4水曜日 

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

主
な
手
続
き

相
続
に
つ
い
て

区
役
所
外
の
主
な
手
続
き

そ
の
他
の
相
談



46

対象者

交付窓口

利用できるもの

利用方法

問い合わせ先

区内の区民葬儀取扱指定店（令和７年 4月現在）

亡くなられた方か、葬儀を行う方が23区
内にお住まいであれば、ご利用できます。 

①区役所区民生活課戸籍係
②日本橋特別出張所区民係
③月島特別出張所区民係
④晴海特別出張所区民係
【夜間・休日】区役所本庁舎宿日直受付

祭壇、霊柩車、火葬、遺骨収納容器の
うち、必要なものを選択・組み合わせる
ことができます。 
●その他葬儀に必要な諸費用が別料金
としてかかります。
●詳しい内容や料金は問い合わせ先
　（消費生活係）または取扱指定店に
ご確認ください。 

1. 区民葬儀取扱指定店に区民葬儀利用の申し出をする。 
2.区役所等に死亡届を提出する時に、区民葬儀券の
交付を申し出て、受け取る。
3.取扱指定店に区民葬儀券を持っていく。 

区民生活課消費生活係　☎ 03-3546-5332 

中央区ホームページ

●日本橋式典 　住所：中央区東日本橋1-4-3
    　☎ 03-6280-3344
●（株）三特興業社 　住所：中央区日本橋茅場町 
   　2-17-3
    　ブルーハイツ茅場町504号
    　☎ 03-3527-2202
●（株）グローバルケア　住所：中央区佃3-3-3  
   　☎ 03-5548-2170
●（有）三谷葬儀社 　住所：中央区月島3-7-7  
   　☎ 03-3531-1390 

葬儀費用の負担軽減のため、全東京葬祭業協同組合連合会に加盟する区民葬儀取扱業者が行う
葬儀です。 

区民葬儀を利用したい方
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